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広報いでR8-06 2

　5 月 1 日からボタン型電池の出し方が一部変わりました。
　これまで、ボタン型電池はすべて「町では収集できないもの」として、
購入店や家電量販店等の回収ボックスに持ち込んでいただくよう案内して
おりましたが、ボタン型電池は乾電池同様の扱いに変更になります。
　ボタン型電池は「カン」の日に、「カン」とは別の透明または白色半透明
で中身が見える袋（乾電池と同じ袋でも可）に入れて収集場所に出してく
ださい。（※電池は、必ず使い切ってから捨てるようにしてください。）
※問い合わせは、産業環境課（℡ 82-6168）まで

い
で
の
ま
ち
か
ど

オ
ウ
ツ

チ
ン

グ

　

製
茶
シ
ー
ズ
ン
の
最
盛
期
を

迎
え
た
５
月
21
日
（
木
）、
西

島
寛
道
町
長
が
、
抹
茶
の
原
料

と
な
る
て
ん
茶
の
生
産
に
追
わ

れ
る
多
賀
第
２
製
茶
組
合
（
辻

井
秀
年
組
合
長
）
の
製
茶
工
場

を
訪
ね
、
生
産
者
の
皆
さ
ん
を

激
励
し
ま
し
た
。

　

多
賀
第
２
製
茶
組
合
の
製
茶

工
場
で
は
今
シ
ー
ズ
ン
、
５
月

初
旬
か
ら
稼
働
を
は
じ
め
、
６

月
初
旬
に
か
け
て
フ
ル
稼
働
す

る
と
の
こ
と
で
す
。

　

辻
井
組
合
長
ら
に
よ
る
と
、

今
年
の
茶
葉
の
出
来
は
「
昨
年

夏
の
猛
暑
の
影
響
で
量
は
少
な

い
が
、
質
は
な
か
な
か
の
も
の

が
で
き
た
の
で
は
」
と
話
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

製茶シーズン真っ盛り
　　　　　　　生産者を激励

　

井
手
町
消
防
団
の
入
団
式
が

４
月
15
日
（
水
）、
山
吹
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
、
新

た
に
６
名
が
入
団
し
ま
し
た
。

　

入
団
式
で
は
、
脇
田
団
長
か

ら
新
入
団
員
に
任
命
書
が
手
渡

さ
れ
た
あ
と
、
新
入
団
員
を
代

表
し
て
井
落
亮
伸
さ
ん
が
「
忠

実
に
日
本
国
憲
法
及
び
法
律
を

擁
護
し
、
命
令
、
条
例
お
よ
び

規
則
を
遵
守
し
、
不
公
平
並
び

に
偏
見
を
避
け
何
人
を
も
恐
れ

ず
、
良
心
に
従
っ
て
忠
実
に
消

防
の
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を

厳
粛
に
誓
い
ま
す
」
と
宣
誓
し

ま
し
た
。

　

脇
田
団
長
も
「
自
分
た
ち
の

ま
ち
は
自
分
た
ち
で
守
る
と
い

う
活
動
の
意
義
を
持
っ
て
団
員

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き

た
い
」
と
新
入
団
員
た
ち
に
訓

示
し
ま
し
た
。

新
入
団
員
に
任
命
書

　
　

井
手
町
消
防
団
入
団
式

脇田団長から任命書を受ける新入団員

製
茶
作
業
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
西
島
町
長

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た

　

谷
口
良
信
様
か
ら
多
賀
小
学

校
へ
「
読
売
Ｋ
Ｏ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
新

聞
」
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

こ
の
善
意
の
寄
附
を
、
多
賀

小
学
校
で
有
効
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

ボタン型電池の出し方が一部変更になります



広報いで R8-063

地域交流拠点

テオテラスいで　６月イベントカレンダー
６月１３日（土）午後 5 時～ 9 時 テオ de ビアパ
６月１９日（金）午後 2 時～ できたてプリン販売
６月２０日（土）午後 3 時～ 4 時 ♪娯楽談話室♪ライブ
６月２４日（水）午後 2 時半～ 3 時 テオ de コンサート
７月　８日（水）午後 3 時～ 4 時 わおんと！歌を楽しむ会

◆できたてプリン限定販売 
　テオテラスいで名物「黄金プリン」の出来立てアツアツを味わって
みませんか？
　この日この時間にしか味わえないトロトロ食感を是非お召し上がり
ください。
◉ 6 月 19 日（金）午後 2 時より整理券配布、午後 2 時半より販売
◉価格　400 円（税込）※通常販売価格と同じ

◆テオ de コンサート
毎月第４水曜日
◉出演　マミのおもちゃ箱♪（オーボエ　川並和幸、クラリネット　
田中マミ）
◉演目　黄昏のビギン、愛の花、　他
　※曲目は予告なく変更する場合があります
◉入場料　無料（1 ドリンクの注文をお願いします）

◆わおんと！歌を楽しむ会 
毎月第２水曜日　午後 3 時～ 4 時
◉童謡・唱歌・昭和歌謡を楽しみませんか？ 
◉参加費 500 円＋ 1 ドリンクの注文をお願いします 

テオテラスいで
TEL：82-5600　
HP：https://teoterasuide.jp/

特産品開発ワークショップ
　　　　　　　 参加者募集
　本町の新たな特産品を開発することを目的とし、地域経済のさ
らなる活性化を商工会とも連携して目指す事業です！
　そのために特産品開発ワークショップを実施し、開発アドバイ
スや包装デザイン、陳列方法などの指導を行い、商品化や試食会、
販売支援を行います！
　将来的には「テオテラスいで」での販売や、ふるさと納税記念
品の拡充等を目指します。

応募資格： 井手町の特産品開発に意欲がある個人又は団体　計 10 組
受講料　： 無料
募集締切： ６月 30 日午後５時締切
問合せ先： 株式会社まちづくり井手

　　　　（℡ 82-5600　mail info@teoterasuide.jp）
　　　　　　※応募方法や応募資格等の詳細は町 HP にて掲載しています。
担当課　： 企画財政課（℡ 82-6162）
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男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、「
男
女

が
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、

自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機

会
が
確
保
さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等

に
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文

化
的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
共
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
」

で
す
。（
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

第
2
条
）

　

簡
単
に
言
う
と
、「
男
女
が
お
互
い

を
尊
重
し
合
い
、
職
場
、
学
校
、
家
庭
、

地
域
な
ど
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
個
性
と
能
力

を
十
分
に
発
揮
し
、
喜
び
や
責
任
を
分

か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
」
の
こ

と
で
す
。 

　

ま
た
、
こ
れ
ら
基
本
法
の
目
的
及
び

基
本
理
念
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
６
月
23
日

（
火
）
か
ら
６
月
29
日
（
月
）
ま
で
の

１
週
間
、
令
和
８
年
度
「
男
女
共
同
参

画
週
間
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
こ

ど
も
家
庭
庁
の
「
こ
ど
も
若
者
★
い
け

ん
ぷ
ら
す
」
を
活
用
し
、
中
学
生
か
ら

20
代
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
、「
あ

な
た
ら
し
さ
が
、
社
会
の
チ
カ
ラ
」
に

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

男
女
共
同
参
画
事
業
と
し
て
、「
男

性
相
談
員
に
よ
る
男
性
相
談
窓
口
」、

「
女
性
相
談
員
に
よ
る
女
性
相
談
窓
口
」

を
は
じ
め
、
多
く
の
事
業
が
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
京
都
府
男
女
共
同
参

画
セ
ン
タ
ー
（
℡
０
７
５
‐
６
９
２

‐
３
４
３
３
・
メ
ー
ル info@

kyoto-
w

om
ensc.jp

）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
っ
て

　
　
　
　
　
　

 

何
だ
ろ
う
？

「
男
性
は
仕
事
、
女
性
は
家
庭
」

　
　

と
い
う
価
値
観
に

　
　
　

縛
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？



広報いで R8-065

■男女共同参画社会基本法（平成 11 年 6 月 23 日公布・施行）
　基本法では、男女共同参画社会を実現するための５本柱（基本
理念）を掲げています。
　また、行政（国、地方公共団体）と国民それぞれが果たすべき
役割（責務、基本的施策）を定めています。

〇男女の人権の尊重
　男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別
をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力
を発揮できる機会を確保する必要があります。

男女共同参画社会を実現するための５本の柱
基本理念

〇社会における制度又は慣行についての配慮
　固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が
様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在
り方を考える必要があります。
〇政策等の立案及び決定への共同参画
　男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆ
る分野において方針の決定に参画できる機会を確
保する必要があります。
〇家庭生活における活動と他の活動の両立
　男女が対等な家族の構成員として、互いに協力
し、社会の支援も受け、家族としての役割を果た
しながら、仕事や学習、地域活動等ができるよう
にする必要があります。
〇国際的協調
　男女共同参画づくりのために、国際社会と共に
歩むことも大切です。他の国々や国際機関と相互
に協力して取り組む必要があります。

■男女共同参画社会のイメージ

国・地方公共団体及び国民の役割
国の責務
〇基本理念基づき、男女共同参画基本計画を策定
〇積極的改善措置を含む男女共同参画社会づくり
のための施策を総合的に策定・実施
地方公共団体の責務
〇基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりの
ための施策に取り組む
〇地域の特性を活かした施策の展開
国民の責務
〇男女共同参画社会づくりに協力することが期待
されている

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活動できる社会
職場に活気
●女性の政策・方針決定過程へ
の参画が進み、多様な人材が活
躍することによって、経済活動
の創造性が増し、生産性が向上
●働き方の多様化が進み、男女
がともに働きやすい職場環境が
確保されることによって、個人
が能力を最大限に発揮

家庭生活の充実
●家族を構成する個人がお互い
に尊重し合い協力し合うことに
よって、家族のパートナーシッ
プの強化
●仕事と家庭の両立支援環境が
整い、男性の家庭への参画も進
むことによって、男女が共に子
育てや教育に参加

地域力の向上
●男女がともに主体的に地域
活動やボランティア等に参画す
ることによって、地域コミュニ
ティーが強化
●地域の活性化、暮らし改善、
子どもたちが伸びやかに育つ環
境が実現

ひとりひとりの豊かな人生
仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で
展開でき、男女がともに夢や希望を実現

社会教育課（℡ 82 ‐ ６３００・メール syakai-k@town.ide.lg.jp）
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こ
ん
に
ち
は

で
す

保 
健 

師

　

日
本
人
の
男
性
の
62
・
１
％
、
女
性

の
48
・
９
％
が
、
が
ん
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

今
年
も
が
ん
検
診
受
け
て
く
だ
さ
い

　
「
が
ん
検
診
な
ん
て
受
け
る
必
要
が

な
い
」
と
思
っ
て
い
る
方
の
理
由
は
、

「
ど
こ
も
悪
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
」

「
健
康
に
は
自
信
が
あ
る
か
ら
」「
何
か

あ
っ
た
ら
病
院
に
行
け
ば
い
い
か
ら
」

と
い
う
方
が
多
い
で
す
。

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
井
手
町
で
は
、
保
健
師
が
中
心
と
な
り
、
母

子
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広
い
世
代
を
対
象
に
健
康
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。
今
回
か
ら
私
た
ち
保
健
師
が
、
皆
さ
ん
へ
健
康
に
関
す
る
話
題
を

提
供
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
日
々
の
健
康
管
理
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

が
ん
は
、
早
期
発
見
す
れ
ば

　
　
　

80
～
90
％
が
治
り
ま
す

が
ん
検
診
は
健
康
な
人
が
受
け
る
も
の

で
す

　

が
ん
は
、
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に

よ
る
５
年
後
の
生
存
率
が
90
％
以
上
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
早

期
の
う
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
自
覚
症
状
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

が
ん
検
診
は
、
症
状
が
な
い
早
期
の

う
ち
に
が
ん
を
発
見
し
、
治
療
に
つ
な

げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
自

覚
症
状
の
な
い
人
こ
そ
が
ん
検
診
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

が
ん
を
早
期
に
発
見
す
る
た
め
に
は
、

定
期
的
な
が
ん
検
診
が
大
切
で
す

　

毎
年
健
康
診
断
を
受
け
て
お
ら
れ
る

方
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
健
康
診
断

を
受
診
し
た
だ
け
で
は
が
ん
を
発
見
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
が
ん
の
早
期

発
見
の
た
め
に
は
、
が
ん
検
診
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

※
症
状
の
あ
る
方
は
次
の
健
診
ま
で
待

た
ず
、
す
ぐ
に
医
療
機
関
を
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

が
ん
検
診
に
は
「
利
益
（
メ
リ
ッ
ト
）」

と
「
不
利
益
（
デ
メ
リ
ッ
ト
）」
が
あ

り
ま
す
。
が
ん
検
診
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ

メ
リ
ッ
ト
は
左
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

が
ん
で
あ
る
か
ど
う
か
は
精
密
検
査
を

受
け
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん

　

が
ん
検
診
で
、
が
ん
の
疑
い
が
あ
る

か
が
ん
の
疑
い
が
な
い
か
が
わ
か
り
ま

す
。
が
ん
で
あ
る
か
な
い
か
は
精
密
検

査
で
初
め
て
わ
か
り
ま
す
。

　

検
診
結
果
が「
要
精
密
検
査
」で
あ
っ

た
場
合
は
、
必
ず
精
密
検
査
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。



広報いで R8-067

今
年
も
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す　

全
て
の
検
診
が
無
料
で
す

　

井
手
町
で
は
、
下
図
の
が
ん
検
診
を

無
料
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
男
性
の
肺
が
ん
と
女
性
の
大
腸

が
ん
で
亡
く
な
る
方
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
、
肺
が
ん
検
診
は
予
約

な
し
で
も
当
日
受
付
し
ま
す
。
ま
た
、

多
賀
の
会
場
は
イ
デ
フ
ル
で
実
施
し
ま

す
。

　

す
べ
て
の
が
ん
検
診
を
無
料
で
受
け

ら
れ
る
の
は
井
手
町
だ
け
で
す
。

　

忘
れ
ず
に
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

が
ん
検
診
の
受
診
方
法

　

保
健
セ
ン
タ
ー
に
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

・
自
治
会
か
ら
配
布
の
「
各
種
健
（
検
）

診
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
、

申
し
込
み
は
が
き
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。（
肺
が
ん
検
診
は
申
込
な
し
で

も
受
診
可
能
で
す
。
大
腸
が
ん
検
診
は
、

町
内
医
療
機
関
で
受
診
の
場
合
、
直
接

医
療
機
関
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。）

・
69
歳
ま
で
の
対
象
の
方
に
は
６
月
下

旬
に
個
別
に
が
ん
検
診
の
案
内
を
送
付

し
ま
す
。
同
封
の
申
込
は
が
き
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
井
手
町
保
健
セ
ン

タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
５
）
ま
で
。

　

次
は
、７
月
号
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。

井手町がん検診一覧（無料）
検診名 対象者 検査内容 場所 実施日・実施期間 申込方法 申込締切

胃がん
50 歳以上の方
は①または②

① 40 歳以上の方
※１年に１回の受診

（前年度胃内視鏡検
査を受けた方は対象
外）

胃バリウム検査

イデフル
（フレッシュバザー
ル井手店）

11/19（木）

検診申込はがき

8/31（月）

井手町役場 11/20（金）

② ５０歳以上の方
※２年に１回の受診 胃内視鏡検査 指定医療機関 7/1( 水 ) ～

令和 9 年 1/30( 土 ) 12/18（金）

肺がん
40 歳以上の方（65 歳
以上の方は結核検診含
む）

胸部レントゲン検
査

イデフル
（フレッシュバザー
ル井手店）

11/19（木） 8/31（月）
※当日受付も行い
ます。井手町役場 11/20（金）

大腸がん 40 歳以上の方 問診・便潜血反応
検査

たまみず香川医院
水野クリニック
町外医療機関

7/1( 水 ) ～
　　10/31( 土 )

町内医療機関直
接申込

実施期間内
※町外医療機関を
ご 希 望 の 場 合 は
10/15( 木 ) ま で
に保健センターま
で電話でお申し込
みください。

乳がん 40 歳以上の女性
※２年に１回の受診

問診・マンモグラ
フィ検査

井手町役場 10/20（火）午後

検診申込はがき

7/31（金）

指定医療機関 7/1( 水 ) ～
令和 9 年 2/27( 土 ) 12/18（金）

子宮頸がん 20 歳以上の女性
※ 2 年に１回の受診

視診・内診・子宮
頸部細胞診 指定医療機関 7/1( 水 ) ～

令和 9 年 2/27( 土 ) 12/18（金）

前立腺がん 55 歳以上の男性 血液検査 たまみず香川医院
水野クリニック

7/1( 水 ) ～
　　　10/31( 土 )

町内医療機関直
接申込 実施期間内

肝炎ウイルス
40 歳以上の方
※過去に肝炎ウイルス
検診を受けていない方

血液検査（HB ｓ
抗原、HCV 抗体）

たまみず香川医院
水野クリニック
町外医療機関

7/1( 水 ) ～
　　　10/31( 土 ) 検診申込はがき 9/30（水）

～対象となる方々に「補償金」を支給します。秘密は守られます。～
ハンセン病元患者のご家族へ
〇秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。不安なお気持ちやご質問
にも丁寧に答えます。
〇この保証金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と
苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。

対
象
者

（ア）配偶者（事実婚も含む）
補償金額
180 万円

（イ）親、子
（ウ）親・子の配偶者及び

配偶者の親・子等
（エ）兄弟姉妹

補償金額
130 万円

（オ）祖父母・孫
（カ）祖父母・兄弟姉妹・孫の

配偶者及び配偶者の祖
父母・ 兄弟姉妹・孫等

（キ）曾祖父母、ひ孫、おじ、 
おば、おい、めい

※ 同居など一定の要件が必要な場合があります。
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井手町社会福祉協議会からのお知らせ
　井手町社会福祉協議会についてもっと詳しく知りたい方は
ホームページもぜひご覧ください。　https://ideshakyo.jp/

IDECA 運行時間　平日午前 9 時～午後４時
町内の移動にご利用ください！
ご予約は　℡ 82-3901 まで
㊟ 予約は利用前日午後４時締切

（土曜・日曜・祝日除く）
しきちゃん

申込 行事　 日時 場所 参加費

◎ 生き生き体操教室 ( 概ね 70 歳以上 )
■講師＝今西啓員先生

6 月 24 日 ( 水 )
午後 1 時半～ 3 時

玉泉苑
無料

7 月　1 日 ( 水 ) 賀泉苑

送迎
◎

山吹体操クラブ・健康相談 (65 歳以上 )
■講師＝山根光子先生

7 月　2 日 ( 木 )
午後１時 45 分～３時 15 分

玉泉苑
無料

7 月　9 日 ( 木 ) 賀泉苑

◎ ほのぼのサロン 7 月 14 日 ( 火 ) 午後２時～３時 玉泉苑 200 円

Happy カラオケサロン (65 歳以上 )
6 月 23 日 ( 火 )

午後 1 時半～ 3 時半 玉泉苑 200 円
7 月　7 日 ( 火 )

心配ごと相談・人権相談
▼ 7 月 6 日は行政相談も行います

6 月 15 日 ( 月 )
午後１時～３時

賀泉苑
無料

7 月　6 日 ( 月 ) 玉泉苑

◎ 弁護士による無料法律相談 6 月 22 日 ( 月 ) 午後２時～４時 玉泉苑 無料

◎は申込・事前予約が必要なもの /（ ）内は対象者 / 詳細はホームページまたは下記までお問合せください

【申し込み・問い合わせ先】　井手町社会福祉協議会　℡ 82-3901　FAX82-3642

社協会員 ご協力のお願い
　井手町社協では、住民の皆様が住みやすく、より
安心できる地域づくりを目指して様々な地域活動に
皆様の会費を活用させていただいています。

【社協会員とは】
　社協活動をご理解いただき、年に一度会費を納
めることで財政的に社協を応援してくださる皆様の
ことです。

【社協会員（会費）の区分】
普通会員　　年　1,000 円
特別会員　　年　2,000 円～
賛助会員　　年 10,000 円～

【社協会費 活用先】
福祉移動サービス、子育てサロン、高齢者サロン　
活動助成（地区、老人クラブ、子供会 等）
啓発活動、夏期見舞金
＊会員募集については、後日自治会を通じて全世帯
の皆様にお願いします。ご協力お願いします。

家族介護者交流会 ご案内
【日時】7 月 31 日（金）午前 11 時～午後 2 時
【対象】日常的に介護が必要な概ね 65 歳以上の方を

在宅で介護されている方
【内容】昼食会　※最小催行人数 3 名
【参加費】 1，500 円（お釣りのないようにご用意ください）
【申込先】井手町社会福祉協議会（℡ 82-3901）
【締切】7 月 10 日（金）午後 4 時
わかば会総会 ご案内

【日時】7 月 25 日（土）午前 11 時 15 分～午後 1 時
（現地集合・解散）

【場所】 都ホテル　京都八条
バイキングレストラン 「ル・プレジール」

【対象】ひとり親家庭の親子
【会費】1000 円 / 人・小学生以下無料
【申込】右記 QR コードよりお申込み
【締切】7 月 9 日（木）
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井手町商工会プレミアム付商品券「いでたん商品券」
申込期限は 6 月 24 日（水）まで！

　井手町商工会では、物価高騰の影響を受ける町民
の皆さんや町内商工業者の支援を図るため、井手町
より補助金の交付を受け、第２弾として総額 1 億
3 千万円のプレミアム付商品券を販売します。1 冊
あたり、購入価格 1 万円で、1 万３千円分のお買い
物ができる商品券です！お一人様、１３冊（購入額
１３万円）まで申込み可能です。（応募多数の場合は、
減数の抽選をしますので、希望冊数を購入できない
場合があります。）
　必ず、往復ハガキでお申込ください。
　詳細は井手町商工会ホームページに掲載するとと
もに、チラシ等でお知らせいたしております。

【発行内容】
・1 冊（500 円 券 が 26 枚 綴 り ）13,000 円 分 を

10,000 円にて販売します。
・お一人様 13 冊 ( 購入額 13 万円 ) まで申込可能で

す。
・１冊に①大型チェーン店で利用できない券 8,000

円分（16 枚）と、②すべての加盟店で利用できる
券 5,000 円分（10 枚）をセットにして販売します。

【販売対象】
　お一人様につき往復はがき１通のご応募に限りま
す。（年齢制限なし）（井手町内在住者に限る）

【利用期間】
　８月１日 ( 土 ) ～令和９年１月２０日 ( 水 )　

【引換販売期間・引換販売所】
・８月 １日 ( 土 ) ～ ２日 ( 日 ) テオテラスいで
・８月 １日 ( 土 ) のみ 多賀西部公民館
・８月 ３日 ( 月 ) のみ 井手町商工会
　※いずれも午前 9 時～午後 4 時

・購入引換券（返信ハガキ）に記載の引換販売所
で販売します。引換券があれば代理引換も可能
です。

・期限内に引換に来られなかった場合は無効とな
ります。

・多賀西部公民館には駐車場はありません。

【申込締切】
　６月２４日 ( 水 ) 到着または２４日消印有効

30％のプレミアム

＜往信の表面＞ ＜返信の裏面＞

85 円 〒 610-0302

この面には、
何も記入しないで下さい

往信

井手町井手橋ノ本 14 － 3

　井手町商工会　宛

＜返信の表面＞ ＜往信の裏面＞

令和 8 年第 2 弾いでたん商品券
　　　　予約申込書

(1) 郵便番号、住所
(2) 氏名（カナ）
(3) 氏名（漢字）
(4) 年齢
(5) 電話番号
(6) 購入希望数（13 冊まで）
(7) 引換場所

85 円  〒〇〇〇 - 〇〇〇〇

返信
（お申込者の住所・氏名）
井手町　〇〇　番地

　　〇〇　〇〇　様

「様」まで御記入ください

お問い合わせは、井手町商工会（℡ 82-4073）

【販売方法】
・下記のとおり必要事項をご記入のうえ、必ず往復

ハガキで郵送してください。（商工会へ持参も可）
・応募多数の場合は、減数の抽選をし、結果を購

入引換券（返信ハガキ）にて通知します。個別
の抽選確認には応じられません。

・記入漏れがあった場合は、無効となります。

【取扱店舗】
・取扱店は、のぼり・ステッカーが目印です。
・店舗により一部お取扱いできない商品もあります。

（取扱店随時募集中）
登録費・商品券の換金手数料は無料です。
ぜひ取扱店舗にご参加ください。



広報いでR8-06 10

■令和８年度の介護保険料をお知らせします
　介護保険制度は、４０歳以上の方が加入者（被保
険者）となって保険料を負担し、介護が必要となっ
たときには、費用の一部負担でサービスを利用する
ことができるしくみです。
　介護保険法の規定により、６５歳以上の方につい
ては介護保険の第１号被保険者となります。６５歳
以上の方の介護保険料は、要介護認定者数や介護サー
ビスがどのくらい提供されるのか、などのサービス
量の見込みをもとに３年ごとに市町村で見直しを行
うことになっています。

◎介護保険料の納め方は２通りあります
　介護保険料の納付方法は、年金から天引きされる

『特別徴収』と、町が発行する納付書や口座振替によ
り金融機関等でお支払いいただく『普通徴収』があ
ります。
※第２号被保険者（４０歳～６４歳）の方については、
加入している医療保険の算定方式に基づき、医療分
と介護分を決定し、あわせて医療保険料（税）とし
て納付いただきます。
※特別徴収は、その年度分の介護保険料をその年度
の年金から天引きするため、先払いのかたちで納付
いただくこととなります。（例　４月支給分の年金は、

○老齢・退職（基礎）年金等が年額１８万円以上の方
※上記に該当する方でも普通徴収となる場合があります。

○老齢・退職（基礎）年金等が年額１８万円未満の方
○老齢福祉年金のみ受給している方
○年度の途中で６５歳になられた方
○年度の途中で保険料が変更になった方
○年度の途中で他の市町村から転入された方
○４月１日時点で老齢基礎年金等を受けていなかった方
○年金等が一時差し止めになった方

 特別徴収とは

 普通徴収とは

２、３月分ですが、介護保険料は４、５月分として
納付いただきます。）

◎所得に応じて１６段階の保険料になっています
　被保険者の方が納める介護保険料は、毎年４月１
日現在の介護保険被保険者の属する世帯の世帯構成
に基づき、住民税の課税状況や所得の状況などによ
り、第１～１６段階までのいずれかに決まります。
国の制度により、第１～３段階の対象者に対する保
険料軽減措置が図られています。

住民税区分 段階 対象者 調整率 年額保険料

住民税
世帯非課税

１
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

0.285 21,194 円
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 82.65 万円以下の方

２ 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 120 万円以下の方 0.485 36,067 円
３ 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 120 万円を超える方 0.698 51,907 円

住民税
本人非課税

４ 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 82.65 万円以下の方 0.95 70,646 円
５ 本人が住民税非課税の方【基準額】 1 74,364 円

住民税
本人課税

６ 合計所得金額が 125 万円以下の方 1.35 100,392 円
７ 合計所得金額が 210 万円未満の方 1.37 101,879 円
８ 合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 1.62 120,470 円
９ 合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満の方 1.72 127,907 円
10 合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満の方 1.87 139,061 円
11 合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満の方 2.30 171,038 円
12 合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満の方 2.35 174,756 円
13 合計所得金額が 720 万円以上 820 万円未満の方 2.40 178,474 円
14 合計所得金額が 820 万円以上 920 万円未満の方 2.45 182,192 円
15 合計所得金額が 920 万円以上 1,020 万円未満の方 2.50 185,910 円
16 合計所得金額が 1,020 万円以上の方 2.55 189,629 円

基準額は、年額７４，３６４円（月額６，１９７円）です。 
災害その他の事情のため、保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる
場合があります。

　　お問い合わせは、福祉課（℡８２－６１６５）まで
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■令和８年度介護保険料の特例措置について
　令和７年度の税制改正により、給与所得控除が
５５万円から６５万円に引き上げられました。それ
に伴い国の政令改正が行われ、令和８年度介護保険
料の算定に限り控除額引き上げをなかったものとす
る特例措置が行われます。

対象となる方
　６５歳以上の介護保険被保険者本人及び同じ世帯
の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和８年１月１日及び令和８年４月１日時点で井

手町に住民登録がある
・令和７年中（令和７年１月～１２月）の給与収入

が５５万１，０００円以上１９０万未満である
※上記に当てはまらない方は、影響をうけません。

特例措置の内容
①給与所得控除額の調整
　税制改正前の給与所得控除額（５５万円）で算定
した給与所得により、合計所得金額を計算します。
②住民税課税・非課税の判定
　税制改正前の給与所得控除額（５５万円）で算定
した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
　これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険
料の算定では「課税」とみなす場合があります。
例）単身世帯、令和７年中の給与収入が１０３万で、
ほかの収入がない場合

給与収入 給与所得控除 合計所得金額 課税区分
住民税 １０３万円 ６５万円 ３８万円 非課税
介護保険料 １０３万円 ５５万円 ４８万円 課税（第６段階）
※給与収入のみの場合、井手町では１０３万円まで
が住民税非課税となりますが、介護保険料において
は、従来どおり９３万円までを非課税ラインとして
扱います。

特例減免について
　令和７年度・令和８年度のどちらも住民税非課税
の方については、上記特例措置の②を行わずに算定
した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は
不要です。

よくあるご質問
Q １　なぜ特例措置（税制改正前の給与所得控除額
５５万円で介護保険料を算定）を行うのですか。
A　介護保険料の金額は、３年ごとに策定する介護
保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、
今回の税制改正による給与所得の控除額の引き上げ
は、現在の事業計画策定時（令和５年度）には想定
できなかったものでした。この影響により、介護保
険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国
が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施する
こととなりました。

Q ２　この特例措置はいつまで続きますか。
A　令和８年度分の介護保険料に限ります。令和９年
度以降は、税制改正後の基準により保険料を算定し
ます。

Q ３　特例措置が適用されるのは介護保険料だけで
すか。
A　介護保険料のみが対象となります。介護保険サー
ビスの負担割合や、社会福祉法人等による利用者負
担軽減制度等への影響はありません。

お問い合わせは、福祉課（℡８２－６１６５）まで
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。
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令和８年度　国民健康保険税
　　　　　　納税通知書の送付について

■国民健康保険税の算定について
　○課税標準および税率（１年間の保険税＝所得割 + 資産割 + 均等割 + 平等割）

区分 課税標準
税率等

基礎分　税率 後期高齢者支
援金分　税率

介護分
税率　※ 1

子ども・子育て支援金分
税率　※ 2　令和８年度～新設

所得割 （総所得金額＋山林所得金額＋長期譲渡 所
得金額＋短期譲渡所得金額）－４３万円 ６. ２％ ２. １％ １. ３％ ０. ３％

資産割 土地・家屋にかかる固定資産税額 ３９. ０％ ６. ０％ ４. ７％ １. ４％

均等割
※１８歳以上均等割

被保険者１人につき　※子ども・子育て支
援金分については、１８歳以上被保険者１
人につき１８歳以上均等割を加算

２６，６００円 ７，８００円 ８，８００円
１，０００円

１００円※ 3

平等割 １世帯につき ２９，４００円 ７，２００円 ５，９００円 １，１００円

保険税課税限度額 ６７万円 ２６万円 １７万円 ３万円
※ 1　課税標準×税率＝保険税額
※ 2　４０歳から６４歳までの方は基礎分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分と合わせて介護分も課税されます。
※ 3　子ども・子育て支援納付金の均等割額は、18 歳未満被保険者（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前である
被保険者）については全額軽減されます。その軽減に要する費用を、18 歳以上被保険者均等割として、１８歳以上の被保
険者に賦課することになります。

○減額措置（次の基準に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。）
　世帯の総所得金額等の合計額
７割軽減 【基礎控除額（43 万円）＋（給与所得者等の数－１）× 10 万円 】を超えない世帯
５割軽減 【基礎控除額（43 万円）＋（給与所得者等の数－１）× 10 万円＋ 31 万円 ×被保険者数】を超えない世帯
２割軽減 【基礎控除額（43 万円）＋（給与所得者等の数－１）× 10 万円＋ 57 万円 ×被保険者数】を超えない世帯

♦令和８年度から次の点が変更となります
○子ども・子育て支援納付金分の追加・・・子どもや子育て世帯を全世代で支えるた
　めに創設された子ども・子育て支援金制度の運営に用いられるもの
○課税限度額の変更
　基礎分　６６万円→６７万円
○減額措置の変更
　５割軽減：被保険者数に乗じる金額　 ３０万５千円→３１万円
　２割軽減：被保険者数に乗じる金額　 ５６万円→５７万円

■収入がない方も申告を
　国保税、高額療養費等の自己負担額は前年の所得に基づき算定されます。障害・遺
族年金の受給者や扶養されていた方も住民税の申告を行ってください。収入がない場
合でも申告が必要です。申告がない場合は保険税の減額措置の対象外となりますので
ご注意ください。

保健医療課（℡８２－６１６６）
　令和８年度の保険税の納税通知書を６月中旬、世帯主（納
税義務者）あてに郵送します。
　国保は世帯単位での加入が義務づけられており世帯主の方
が国保に加入していない場合（擬制世帯主）でも、保険税の
納税義務が発生します。保険税は１年分（１２ヵ月分）を６
月から翌年３月までの１０回に分けて支払う仕組みになって
います。
　また年金天引き（特別徴収）により保険税を納付していた
だく世帯については、４月・６月・８月の納付額は令和７年
度の税額で仮徴収を行い、１０月・１２月・翌年２月の納付
額で令和８年度の税額に合わせて調整します。

保健医療課からのお知らせ
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今は良くても放置し続けると
①環境への悪影響
　ゴミの不法投棄や樹木の繁茂により、害虫や悪臭
の発生源になることも
②防犯上のリスク
　不法侵入、残置物の盗難、放火につながる可能性
も
③地域コミュニティへの悪影響
　景観の悪化、治安の低下、まちの活気が失われる
ことも
④防災上のリスク
　災害時に倒壊や火災で、避難経路を塞いだり、災
害対応の妨げになることも

こうなる前に
　家の将来を考えることが大事！
　空き家になってからでは大変です。いざというと
きに困らないように元気なうちに家族や親族で家の
ことについて話し合いましょう。

「空き家・空き地バンク」をご存知ですか？
　利用可能な空き家・空き地の情報提供にご協力
を！！
　空き家等をそのままにしておくと、防犯、防災、
景観の面でも好ましくありません。町内に空き家等
を所有している方で、売却や賃貸をご検討していた
だける物件がある場合は、ぜひ「空き家・空き地バ
ンク」に登録してください。

今年度から新たな空き家対策の補助を行います
　移住定住を促進するため、また、周辺の地域にお
住まいの方の生命・財産に危険を及ぼす特定空家等
の発生を予防するため、①空き家等の取引に係る仲
介手数料、②新築住宅が建築される空き家等の解体
する工事に対する補助を行い、空き家等の流動化の
促進を図ります。

①空き家等の取引に係る仲介手数料補助
○補助対象者
　空き家等の売買または賃貸借契約を締結し、仲介
事業者に手数料等を支払った方（法人及び団体を除
く。）（売主・買主のどちらも対象となります。）
○補助金額
　仲介手数料等の全額を補助（売買契約の場合：上
限１５万円　賃貸借契約の場合：上限５万円）
○主な要件
・対象となる空き家は、現在使用されていない住宅

であり、個人所有であること
・令和８年４月１日以降の契約であること
・町税の滞納がないこと
・親族間（３親等以内）での契約でないこと
・（買主の場合）５年以上居住する意思があること　

など

○申請の期間
　仲介手数料等を支払った日の属する年度末（３月
３１日）まで

②空き家等の流動化促進補助金
○補助対象者【すべての要件を満たす方】
・空き家等の所有者等の方（法人及び団体を除く。）
・空き家等の除却後、当該土地を売却または貸付を

行う方（当該土地に新築住宅が建設される場合に
限る。）または、新築住宅の建設を目的で空家等
除却を行う方

○補助金額
　空き家等を除却するための解体工事費（上限
５０万円）
○主な要件
・対象となる空き家は、１年以上居住や使用がされ

ていない住宅であり、個人所有であること
・令和８年４月１日以降に解体工事を施工するもの

であること
・町税の滞納がないこと
・１０年以内に耐震改修等に関する補助金を受けて

いないこと
・空き家等が複数の方の共有である場合、除却する

ことについて共有者全員が同意していること
・解体後、売却・貸付・住宅建築を目的とすること

とし、売却・貸付の場合は、当該土地に新築住宅
が建築されることの証明を行うこと

○注意事項
・解体工事前に登録申請書の提出が必要です
・売却・貸付に係る補助金交付申請ができる期間は、

空き家等を除却した日から起算して２年以内です
・解体工事後の土地の写真、土地を売却・貸付した

場合はその事実を確認できる書類（契約書等）、
また、建築確認済証等の提出が必要です

　空き家等をどうするか検討されている方は、ぜひ
ご活用ください。　
　詳しくは町ホームページをご確認願います。
お問い合わせは、企画財政課（℡ 82-6162）まで

空き家、放置されていませんか？

町ホームページの
QR
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①二十歳のつどいで企画運営をしていただく実行委
員を募集しています。

式典予定日
令和 9 年１月１0 日（日）午後１時　開式

内容
・企画会議への参加（2 ～３回程度開催予定）
・式典開催の準備及び式典での役割
・第２部（恩師や同級生との交流）の企画など

②「誓いの言葉を発表する代表者」「記念品受け取り」
を行っていただける方を募集します。
＊誓いの言葉を発表する代表者 1 名
　（今後の目標や感謝の想いをなど誓いの言葉を述べ
　ていただきます。）
＊記念品を受け取る代表者　１名
　（式典中の記念品贈呈の際に、代表者として記念品
　を受け取っていただきます。）

対象者
平成１8 年（２００６年）４月２日から平成１9 年

（２００７年）４月１日までに出生された方

問い合わせは、社会教育課
　　　　　　　　（℡０７７４－８２－６３００）

令和９年
　　　二十歳のつどいの実行委員等の募集について

■町府民税・森林環境税　納税通知書について
　令和８年度町府民税・森林環境税の納税通知書を
６月 10 日（水）頃に発送予定です（緑色の封筒）。
※注１
　課税される見込みであって、６月１９日（金）頃
までに納税通知書が届かない場合は、税住民課（℡
82-6163）まで連絡してください。※注２
　※送付した納税通知書が、役場に返戻されない限
り送付先に送達されたものと見なされます（地方税
法第２０条第４項）。そのため、役場に返戻されず、
かつ、連絡のない場合で納期限までに納付がないと
督促の対象となりますので注意してください。転居
や転出をされた場合は住所変更の届け出を行い、海
外滞在中に税の納期限が到来する方は納税管理人の
申告が必要です。

※注 1 発送対象者は、納付方法が納付書や口座振替
により納付となる方、または年金から引き去
り（特別徴収）となる方です。
なお、給与から引き去り（特別徴収）となる
方は別途、特別徴収義務者（事業所）から通
知されます。

※注 2 町府民税・森林環境税がかからない方（非課
税の方）には、納税通知書を発送しません。

■公的年金からの特別徴収について
　公的年金を受給されている満６５歳以上（４月１
日現在）の方で、公的年金にかかる町府民税・森林
環境税が課税となる場合は、受給されている公的年

金から特別徴収（引き去り）により納付していただ
くことになります。
　徴収については年６回払い（偶数月）となります。
徴収額については令和８年４月、６月、８月は令和
７年度の年金所得にかかる年税額を基に算定した金
額を徴収します。１０月、１２月、翌年２月の徴収
額については、令和８年度の年金所得にかかる年税
額（※６月に決定）から、４月、６月、８月にすで
に徴収された金額を差し引いた残額を３分の１にし
た金額でそれぞれ徴収します。
　なお、日本年金機構から通知される徴収額と税額
が異なる場合は、町の納税通知書の額が最終的な決
定額となります。
※お問い合わせは、税住民課（℡ 82 － 6163）ま
で

税住民課からのお知らせ
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令和８年度（2026 年度）井手玉川大学受講者募集
主催者： 井手町教育委員会　事務局：社会教育課
目　的： 参加者が、生涯を通じて生きがいを求めて積極的に学習し、進んで社会活動に

参加する意欲と実践力を高めるとともに、仲間同士のふれあいを深める。
対象者： 井手町在住６０歳以上の方
定　員： 100 名
会　場： 山吹ふれあいセンター会議室
募集方法： 受講を希望される方は、電話かＦＡＸでお願いします

受付期間 ６月３０日（火）まで
受付内容 ①氏名　②連絡先電話番号　③住所
※令和７年度（２０２５年度）受講された方も、今年度改めてお申込ください。

送　迎： 井手方面・多賀方面に町バス運行（行き・帰り）
講　座： ７月・９月・１0 月・１1 月・１2 月・１月・２月　年間 7 回

火曜日 午後１時 30 分〜午後３時　＜予定＞
※都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。

皆勤賞・修了証書：
第 7 回講座（閉講式）を除いた６講座すべてに出席の方には、「皆勤賞」とし
て井手町商工会発行の商品券（５００円×２）贈呈と修了証書授与
第 7 回講座（閉講式）を除いた６講座のうち５回出席の方には、井手町商工
会発行の商品券（５００円）贈呈と修了証書授与
※第４回講座は、「体力チェック」ではなく、「健康体操など気軽に体を動かし
て楽しむスポーツ」に変更し、「輪投げ練習会」と併せて実施する予定です。
実施日は「火曜日 午後１時３０分～３時」、会場は「山吹ふれあいセンター」

（他の回と同じ）とし、皆勤賞・修了証書の対象講座となります。
連絡・問い合わせ先：社会教育課（℡ 82-6300　ＦＡＸ 82-5332）
その他： 第４回・第６回講座を除いた各講座において、京都市聴覚言語障害センター通

訳者が、要約筆記を担当します。
「募集要項」及び「年間講座計画（予定）」については、井手町ホームページ」
にも掲載しています。

令和８年度　井手玉川大学　講座計画  （予定）
日　時 講座内容 講　　師

１ ７月 28 日（火）
午後１時半～３時

開講式
演題「トリオ PIALIN の音楽っていいね！」
　　　～ Piano と Violin のコンサート～　

PIALIN　
　白

し ら

井
い

 由
ゆ

美
み

さん ヴァイオリン
　大

お お

房
ふ さ

 憲
の り

子
こ

さん ヴァイオリン
　兒

こ

玉
だ ま

 よう子
こ

さん ピアノ

２ ９月 8 日（火）
午後１時半～３時

演題「ふるさとの歴史」
　           【井手ふるさと検定】
　　　　　( 兼 ) 文化講演会

井手町の文化と歴史を知る会
　宮

み や

本
も と

 敏
と し

雪
ゆ き

さん

３ 10 月１３日（火）
午後１時半～３時

演題「心地いい家族のカタチ」
　　　～きっと毎日が楽しくなる～
　　　　( 兼 ) 男女共同参画講演会

家事ジャーナリスト
　山

や ま

田
だ

 涼
りょう

さん

４ 11 月 17 日（火）
午後１時半～３時

「楽しく足腰ほぐし、健康寿命をのばそう‼」
　　　＜脳・こころ・体まるごと元気‼＞
　　　　　「輪投げ練習会など」

健康運動指導士
　松

ま つ

本
も と

 行
ゆ

紀
き

さん、藤
ふ じ

本
も と

 薫
かおる

さん、スポーツ推進委員

５ 12 月 8 日（火）
午後１時半～３時

演題　「夢をあきらめない」
　　　( 兼 ) 井手町人権のつどい

シンクロナイズドスイミング北京オリンピック代表
　石

い し

黒
ぐ ろ

 由
ゆ

美
み

子
こ

さん

６ １月 19 日（火）
午後１時半～３時

演題「新春落語　井手玉川寄席」
　　　　～落語で学ぶ上方文化～ 　笑

しょう

福
ふ く

亭
て い

 伯
は く

枝
し

 さん

７ ２月 16 日（火）
午後１時半～３時

閉講式
演題「見やすく・安全に暮らす色の工夫」
　　　～ユニバーサルカラーで叶える心地よい住まい～

認定 NPO 法人
色彩生涯教育協会認定講師　カラトリエ代表
　辻

つ じ

井
い

 裕
ひ ろ

美
み

さん
※諸事情により講座の日時・場所・内容・講師　等について変更になる場合がありますのでご了承ください。
※講座の詳細については、その都度「広報いで」「井手町ホームページ」にてご案内いたします。
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子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？ 　親子で一緒に遊んだり、育児の情報交換や相談がで

きる場所です。自由に気軽に遊びに来てください♪
【場所】井手町井手玉ノ井 48-2　【TEL】82-2232
【対象】井手町在住・在勤の、就学前の子どもと保護者
【開設日】月曜日～金曜日（祝日等を除く）
【受付時間】午前 8 時半～午後５時（イベントの予約やその他のお問い合せ等）
【利用時間】①午前９時半～正午　　②午後２時～４時　
　　　　　※各時間の利用人数は 15 人までです。
　　　　　※「おもちゃ図書館」・「ベビーマッサージ」以外のイベントがある
　　　　　　日の午前中はセンターへの来所や電話相談のご利用はできません。

【その他】子育て支援センターの毎月の予定については
　　　　「子育て支援センターだより」をご覧ください。
　　　　井手町のホームページ又はこちらの二次元コード
　　　　からご覧いただけます。

おもちゃ図書館
【内容】おもちゃ・図書の貸出
【対象】井手町在住・在勤の方
【利用料】無料
【貸出数】１家庭につき２つ
【貸出期間】貸出日より２週間

日時 内容 場所・備考
６月
17 日 ( 水 ) 午前 10 時～ 11 時半 いづみ保育園園庭開放 いづみ保育園
18 日 ( 木 ) 午前 10 時～正午 おもちゃ図書館
25 日 ( 木 ) 午前 10 時～ 11 時半 ベビーマッサージ ※申込制
30 日 ( 火 ) 午前 10 時～ 11 時半 玉川保育園園庭開放 玉川保育園
※場所の記載のないものは、全て「子育て支援センター」で行います。

消防署からお知らせ

「住宅用火災警報器」の設置を
　皆さんのご家庭に、『住宅用火災警報
器』は設置されていますか？ 
　住宅火災から大切な命を守るため『住
宅用火災警報器』を設置しましょう！

－住宅用火災警報器とは－
・住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知して、

音声や警報音等で火災の発生を知らせるものです。
・住宅等の天井または壁面に取り付けます。
・住宅用火災警報器は、火災の早期発見・被害の軽

減に効果を発揮します。

お問合せ
　　京田辺市消防署井手分署
　　　　　（℡８２－３０００）へ ※これ以外の設置例は、京田辺市消防本部のホームページをごらんください。

ー設置場所例ー

一時預かり
「いちごぐみ」の利用について
　お仕事や冠婚葬祭、リフレッ
シュなどのために一時預かりを
行っています。

【利用時間】
平日：午前 8 時半～午後 4 時半
土曜日：午前 8 時半～正午

【利用料金】
３歳児未満 ３歳児以上

一日 2,000 円 1,800 円
半日 1,000 円 900 円
給食費　250 円
※利用の際には事前の面談と予
約が必要です。詳細は子育て支
援 セ ン タ ー ( ℡ 82 － 2232) ま
でお問合せください。
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いづみ児童館情報 いづみ児童館（℡８２ー４１１２）
行　事 日　程

コーラス教室
・合唱練習 ６月 13 日（土） 午前 10 時～ 11 時半

英語で遊ぼう
・焼きドーナツ作り ６月 20 日（土）　午後３時～４時半

【１】昔ながらの遊び
【２】カラフルプラバン作り
【３】プラバンキーホルダー作り
【４】プラバンキーホルダー作り
【５】ミサンガ作り
【６】プラバンキーホルダー作り

【１】６月 17 日（水）　午後３時半～４時半
【２】６月 20 日（土）　午前 10 時～ 11 時
【３】６月 24 日（水）　午後３時半～４時半
【４】７月１日（水）　午後３時半～４時半
【５】７月４日（土）　午後２時～３時半
【６】７月８日（水）　午後３時半～４時半

プログラミング教室
・簡単なゲーム制作や曲作り

６月 27 日（土）
①午前 10 時～ 11 時
②午前 11 時～ 12 時

チアダンス教室 ６月 13 日（土）・27 日（土）
　午後２時 20 分～３時 20 分

中学生交流会 ７月１日（水）午後５時～６時

★各行事に参加する場合は、上ぐつ・お茶・タオルを持ってきてください。
★チアダンス教室は、動きやすい服装で参加してください。
★行事によっては、定員を設けたり参加費が必要な場合があります。
★体育館の空調設備工事のため、工事期間中は体育館の利用ができません。
そのため、学習会後のスポーツ活動はありませんが、17 時～ 17 時半まで児童館にて、レク
リエーションを行います。

◎ 自由来館・体育館遊びについて
・学校から一度帰宅して児童館に来るようにしてください。

◎無料塾いでやまぶき学習会について
《小学生》
・毎週火曜日・木曜日　午後４時～５時
〔持ち物〕　宿題・筆記用具・お茶・上ぐつ（山吹ふれあいセンターの日は不要）
※毎月第一木曜日は、山吹ふれあいセンター集会室で開催します。（開催日が変
更になる場合があります。）
山吹ふれあいセンターでの学習会は、別紙にて配布する『学習会参加申込書』で
申し込みをお願いします。

《中学生》

カラフルプラバン作り【６月 20 日（土）】

☆スポレク（カラフルプラバン作り）☆

・毎週水曜日　午後５時～６時
〔持ち物〕　課題・筆記用具・体育館シューズ（山吹ふれあいセンターの日は不要）
※毎月第一水曜日は、山吹ふれあいセンター集会室で開催します。（開催日が変更になる場合があります。）

ミサンガ作り【７月４日（土）】

☆スポレク（ミサンガ作り）☆
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【パソコン教室】
《ゆっくり学べるパソコン教室》エクセル基礎講座
日　時 ／ ７月１日・８日・１５日・２２日　各水曜日、午後１時～３時半
内　容 ／「エクセルの基本操作」「表作成の基礎」などを学習します。

ご自身のパソコンを持ってきていただいても OK です。
対　象 ／ ６０歳以上の井手町在住者

《パソコン教室》スマホ・タブレット講座
日　時 ／ ７月１日・８日・１５日・２２日　各水曜日、午後７時～９時
内　容 ／ スマホやタブレットを使った LINE（ライン）や Instagram（インスタ

グラム）などの SNS の使い方などを学習します。これからスマホを持っ
てみたい方の参加も大歓迎です。

対　象 ／ １６歳以上の井手町在住または在勤者

共通事項
場　所 ／ いづみ人権交流センター
持ち物 ／ 筆記用具、テキスト代（300 円、初回のみ）
定　員 ／ 各５人（定員を超えた場合は抽選を行い、抽選もれの方にのみ連絡し

ます。）※受講希望者が２人未満の場合は、講座の開催を中止する場合があります。
申込み ／ ６月２６日（金）までに、いづみ人権交流センターへお申込みください。
＊お問い合せは、いづみ人権交流センター（℡８２－３３８０）まで

詳
細
は
こ
ち
ら
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

「井手町人権尊重のまちづくり条例」 を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定しました

詳細は QR コード
をご参照ください。

　井手町では、すべての住民の人権が
尊重される社会の実現を目指し「井手
町人権尊重のまちづくり条例」を制定
し、令和8年4月1日から施行しました。
この条例では、差別のない人権尊重の
社会づくりを進めるうえでの基本とな
る考えのほか、住民や事業者の皆さん、
町が行うべきことなどを定めています。

【料理教室】
日　時 ／ ６月３０日（火）　午前１０時～正午
内　容 ／ よもぎ餅を作ります。
対　象 ／ ６０歳以上の井手町在住者
場　所 ／ いづみ人権交流センター　生活改善室
持ち物 ／ エプロン、タオル、三角巾、マスク、筆記用具
材料費 ／ ３００円（当日徴収します。）
定　員 ／ ２０人（定員を超えた場合は抽選を行い、抽選もれの方にのみ連絡し

ます。）
申込み ／ ６月２３日（火）までに、いづみ人権交流センターへお申込みください。
＊お問い合せは、いづみ人権交流センター（℡８２－３３８０）まで

詳
細
は
こ
ち
ら
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

～条例の主な内容～
〇町の責務
　・町行政のあらゆる分野において、人権尊重の視点に立って取組みます。
　・差別のない人権尊重の社会づくりに必要な施策を総合的、計画的に推進します。
〇住民や事業者の皆さんへ
　・基本的人権を尊重し、人権に対する意識を高めるように努めましょう。
　・人権問題の解消に向け、町が行うあらゆる差別の解消を図るための施策に協力
　　するよう努めましょう。
〇人権教育及び人権啓発の推進
　・町は、差別のない人権尊重の社会づくりを推進するため、推進方針に基づき、
　　あらゆる差別の解消を図るための人権に関する教育及び啓発の充実に努めます。
〇差別の解消に向けた体制の充実
　・町は、差別を受けた住民等の救済を図ることは、人権尊重のまちづくりを進め
　　るうえで重要な取組の 1 つと考えていることから、住民等が差別を受けた場合
　　の救済制度を設けています。
※お問い合わせは、いづみ人権交流センター（℡ 82 ‐ 3380）まで
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いづみまなび教室情報【イベント】
行　事 日　程 内　容 持ち物等

　　　　大　正　琴

対象：60 歳以上の井手町在
住者

６月１２日（金）
６月２６日（金）
午前１０時～正午

未経験者・初心者を対象に楽し
く学びます。

【講師】　大西　いつ子　さん

大正琴、楽譜
※初めのうちは先生から借りるこ
ともできます。

　　　　太　極　拳

対象：16 歳以上の井手町在
住または在勤者

６月１２日（金）
６月２６日（金）
午後 1 時半～３時

未経験者・初心者を対象に楽し
く学びます。

【講師】　森田　栄子　さん
運動のできる服装、上履き、飲み
物

　　　ペ　ン　習　字

対象：16 歳以上の井手町在
住または在勤者

６月１６日（火）
午後 1 時半～３時半
７月　７日（火）
午前 1 ０時～正午

いろいろな字を練習します。初
心者が対象です。
※７月　７日の教室は、

【講師】大見　美鈴　さんをお迎
えして開催します。

筆ペンまたは筆

　　いづみふれあい学級
　　　　（第 1 回）

対象：16 歳以上の井手町在
住または在勤者

６月１８日（木）
午後１時半～２時半

人権啓発 DVD
「大切なひと」を上映します。 ［締　切］６月１７日（水）

　　いこいの場サロン

対象：16 歳以上の井手町在
住または在勤者

６月２９日（月）
午前１０時～正午

季節に応じたデコレーションや
編み物などを参加者同士で教え
あいながら作り上げます。

※お問い合わせ・お申込みはいづみ人権交流センター（℡８２－３３８０）まで

　令和７年中、京都府内では２９２件（総額
約２５億円）田辺署管内では７件（総額約
２４５０万円）の特殊詐欺被害が発生していま
す。

　また、田辺署管内では２７９件（前年対比＋
1 ５２件）の特殊詐欺事案を認知しており、不
要な国際電話の利用を停止することで、被害の
拡大を防止することができます。

　具体的な手続きについて、固定電話は、田辺
署の受付で簡単に申し込むことができます。ま
た、携帯電話は、警察庁が推奨する特殊詐欺対
策アプリをインストールするだけです。

　なお、特殊詐欺対策アプリをインストールし
たい方は、スマートフォンで、この QR コード
を読み込んでください（アプリは２つ表示され
ますが、お好きな方を選んでください）。

　田辺警察署（℡６３ ‐ ０１１０）

特殊詐欺の被害を防ぎましょう
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●

Information

おしらせ

動
物
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護
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ク
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し
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ま
す
。

　

テ
ー
マ
は
「
人
と
動
物
の
ふ
れ
あ
い
」

で
す
。
募
集
期
間
は
６
月
１
日
（
月
）
か

ら
７
月
31
日
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金
）
ま
で
。
京
都
府
内
に

居
住
、
通
勤
又
は
通
学
し
て
い
る
方
。

　

詳
し
く
は
京
都
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

https://www.pref.kyo
to.jp/seikatsu/news/r8
syakon_bosyu.html

【
健
康
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室
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時
～

11
時
半

▽
持
ち
物
／
タ
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ル
・
健
康
手
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持
っ

て
い
る
方
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み
）・
飲
み
物

▽
場
所
／
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づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

▽
対
象
／
60
歳
以
上
の
町
内
在
住
者

＊
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合
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、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡ 
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‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
日
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教
室
】

▽
日
時
／
６
月
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日
（
土
）・
７
月
４
日

（
土
）
午
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時
～
11
時
半

▽
場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

▽
日
時
／
６
月
24
日
（
水
）・
７
月
８
日

（
水
）
午
後
６
時
半
～
８
時

▽
場
所
／
多
賀
小
学
校

＊
支
援
者
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡

82
‐
６
３
０
０
）
ま
で

講
座
・
教
室

▽
日
時
／
７
月
15
日
（
水
）
午
前
９
時
～

正
午

▽
場
所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
会

議
室

▽
定
員
／
５
名
程
度

▽
参
加
費
／
無
料

▽
受
付
期
間
／
お
申
し
込
み
は
開
催
日
の

２
日
前
ま
で

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署

井
手
分
署
（
℡
82
‐
３
０
０
０
）
ま
で
。

「
救
命
講
習
会
」

弥
勒
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

高
齢
者
の
方
の
社
会
参
加
を
図
り
、
生

き
が
い
と
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
集
い
の
場
を
設
け
て
い
ま
す
。
は
じ

め
て
の
方
で
も
、
お
気
軽
に
お
越
し
い
た

だ
け
る
催
し
で
す
。
ご
自
宅
付
近
ま
で
送

迎
し
ま
す
。
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す

《
運
動
会
》

　

玉
入
れ
や
ボ
ー
ル
リ
レ
ー
等
、
椅
子
に

座
っ
て
出
来
る
運
動
会
で
す
。
ワ
イ
ワ
イ

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

高
齢
者
生
き
が
い
活
動

▽
日
時
／
６
月
12
日
（
金
）・
23
日
（
火
）

午
後
１
時
頃
～
３
時
半
頃
ま
で

▽
参
加
費
／
４
０
０
円

▽
場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▽
対
象
／
60
歳
以
上
の
方

▽
持
ち
物
／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）

※
お
問
い
合
わ
せ
、
申
し
込
み
は
、
弥

勒
会
（
℡
０
９
０
‐
７
８
８
３
‐

３
４
７
８
）
ま
で

※
感
染
対
策
の
た
め
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
場
所
／
賀
泉
苑

▽
対
象
／
65
歳
以
上
の
方
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
含
め
、
予
防
ゲ
ー
ム
や
脳
ト
レ
に

興
味
の
あ
る
方
は
年
齢
関
係
な
く
参
加
可

能
）

▽
持
ち
物
／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）

▽
費
用
／
無
料

・
申
し
込
み
は
不
要
で
す

・
こ
の
教
室
で
は
認
知
症
の
こ
と
や
介
護

な
ど
の
相
談
も
受
け
付
け
て
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

健　

康

子 

育 

て

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
１
歳
６
カ
月
児
健
康
診
査
》

▽
日
時
／
７
月
６
日
（
月
）

▽
対
象
／
Ｒ
６
・
11
・
１
～
Ｒ
６
・
12
・

31
生
ま
れ

▽
受
付
／
個
別
案
内

▽
場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

各 

種 

相 

談

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

▽
日
時
／
７
月
２
日
（
木
）
午
前
11
時
～

午
後
１
時
50
分

▽
場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
相

【
介
護
予
防
事
業
】

《
脳
ト
レ
教
室
ひ
ま
わ
り
》

▽
日
時
／
６
月
17
日
（
水
）・
７
月
１
日

（
水
）
午
後
１
時
半
～
３
時

▽
場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

▽
日
時
／
６
月
24
日
（
水
）・
７
月
８
日

（
水
）
午
後
１
時
半
～
３
時

宇治税務署からのお知らせ
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談
室

※
こ
こ
ろ
の
相
談
室
は
予
約
制
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
育
児
相
談
】

▽
日
時
／
７
月
８
日
（
水
）
午
前
９
時
半

～
11
時

▽
場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

※
育
児
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
無
料
法
律
相
談
】

▽
日
時
／
６
月
22
日
（
月
）
午
後
２
時
～

４
時

▽
場
所
／
玉
泉
苑

※
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

(

℡
82
‐
３
９
０
１)

ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
消
費
生

活
相
談
】

▽
日
時
／
６
月
15
日
（
月
）
午
後
１
時
～

３
時
（
消
費
生
活
相
談
は
４
時
ま
で
）

▽
場
所
／
賀
泉
苑

▽
日
時
／
７
月
６
日
（
月
）
午
後
１
時
～

３
時
（
消
費
生
活
相
談
は
４
時
ま
で
）

▽
場
所
／
玉
泉
苑

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

※
消
費
生
活
相
談
は
、
電
話
で
も
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
相
談
専
用
番
号

（
℡
０
９
０
‐
５
８
８
９
‐
５
３
６
７
）

令和８年度自衛官募集案内
１　募集種目及び試験期日等

募集種目 受付期間 試験期日 資　格

航空学生 ７月１日（水）
　　 ～８月２８日（金）

１次：９月１９日（土）・２６日（土）
２次：１０月１５日（木）～２２日（木）
３次：（海）１１月２０日（金）
　　　　　　　　～１２月１６日（水）
　　　（空）１１月１４日（土）
　　　　　　　　～１２月１７日（木）

１８歳以上２４歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高専３
年次修了者（見込含））

一般曹候補生
（２回目）

７月１日（水）
　　 　～９月 1 日（火）

１次：９月１８日（金）・１９日（土）
２次：１０月１８日（日）・１９日（月）
　　　・２１日（水）
　　　いずれか１日を指定します。

１８歳以上３３歳未満の者
（３２歳の者は、採用予定月の
末日現在、３３歳に達していな
い者）

予備自衛官補
（２回目）※ 1

一　般
５月２３日（土）
　　　～９月１０日（木）

１次：９月１６日（水）・１７日（木）
２次：９月２３日（水祝）・２４日（木）
　　　・２６日（土）
　　　いずれか１日を指定します。

１８歳以上５２歳未満の者

技　能
１８歳以上で国家免許資格等
を有する者（資格により年齢上
限は５３歳未満～５５歳未満）

２等陸・海・空士
（任期制自衛官）

男　子 年間を通じて行っており
ます。 受付時にお知らせします。※ 2

１８歳以上３３歳未満の者
（３２歳の者は、採用予定日の
末日現在、３３歳に達していな
い者）女　子

（注） ※１：状況により、２回目試験は実施されない場合があります。
※２： 令和９年３月高等学校卒業予定者又は中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、令和８年
　　　９月中・下旬以降に行います。
詳細につきましては、下記に確認してください。

２　受付及び問い合わせ先
　（１）自衛隊京都地方協力本部（京都市中京区西ノ京笠殿町３８　℡ ０７５－８０３－０８２１）
　　　　URL　https://www. mod.go.jp/pco/kyoto/　Email  recruit1-kyoto ＠ pco.mod.go.jp
　（２）宇治地域事務所（宇治市広野町西裏７１－５　S.C OKUBO ２０２号室　℡４４－７１３９）
　　　　Email  kyoto.pco.uji ＠ rct.gsdf.mod.go.jp
　（３）その他　自衛隊各駐屯地・各基地においても案内を行っています。

受験資格
① 令和８年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算し

て３年を経過していない者及び令和９年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業
する見込みの方

② 人事院が１に掲げる者に準ずると認める方
申込受付期間
６月 12 日（金）～ 24 日（水）（原則として、インターネット申込みとなります。）
問合せ先　　大阪国税局人事第二課 ( 試験係 )（℡ 06-6941-5331）又は宇治税務署総務課（℡ 44-4141）

　～令和８年度税務職員採用試験について～

【お申込みはこちら】

宇治税務署からのお知らせ
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【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

※
休
館
日
、
行
事
等
は
状
況
に

よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１

週
間

　人材育成会社を経営す
る蘭子は、自宅のリフォー
ムのため訪れた建築設計
事 務 所 で 専 業 主 婦 の ス
ミレと出会い、なぜかリ
フォームの相談にのるこ
とに。優柔不断な年上の
スミレに呆れつつも成り
行きで関わっていく蘭子

人生のリフォームどき
内山　純

だったが…。

　絶滅から動物を守る撮
影 プ ロ ジ ェ ク ト「 フ ォ
ト・ ア ー ク 」。160 種 を
超える動物の子どもたち
を、世界中の動物園等で
撮影。美しい写真とエッ
セイで伝えるポートレー
ト集。IUCN( 国際自然保
護連合 ) カテゴリーも併

動物の子どもたち　
ジョエル・サートレイ

まねてみよう　
青物　横丁

をつぶって、くちびるをとがらせているかお。そ
れから、わらっているせきぞうや、おおきなくち
をあけてさけんでいるみたいなピーマンのまねも
できるかな ?

　でてくるかおを、まね
てみよう。うえをみて、
べろをべーっとだしてい
るかお。くちびるをすぼ
めて、はなのしたをのば
しているかお。りょうて
で、ほっぺをぎゅっとお
さえているかお。かため

おてんとさんのたおしかた　
万乃　華れん
　あしたはたのしみな遠
足や。晴れたらどうぶつ
園、雨がふったらすいぞ
くかんに行く。でも、ま
いちゃんは「どうぶつ園
なんてぜったいいやや」っ
てぼくに言うねん。ぼく
は「とっておきのおまじ
ないで雨をふらしたる」っ
て言ったんやけど、おて
んとさんはでっぱなしで大ピンチ ! どうしたらえ
えねん…。

☆
６
月
・
７
月
の
休
館
日

６
月　

15
・
22
・
25
・
29
日

７
月　

６
・
13
・
21
・
27
・
30

日

☆
６
月
・
７
月
の
図
書
館
行
事

《
わ
く
わ
く
ド
キ
ド
キ
お
は
な

し
の
時
間
》
６
月
13
日
（
土
）・

７
月
11
日
（
土
）
午
前
11
時
～

図
書
館
絵
本
コ
ー
ナ
ー

☆
６
月
・
７
月
の
出
張
貸
出

玉
泉
苑
（
毎
週
火
曜
午
後
１
時

半
～
３
時
半
）

６
月　

16
・
23
・
30
日

７
月　

７
・
14
・
28
日

賀
泉
苑
（
毎
週
水
曜
午
前
10
時

～
正
午
）

６
月　

17
・
24
日

７
月　

１
・
８
・
15
・
22
・
29

日子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
お
も

ち
ゃ
図
書
館
）

６
月
18
日
（
木
）・
７
月
23
日

（
木
）
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～

正
午

☆
新
着
資
料
の
紹
介　

６
月

◎
一
般
書

「
コ
ズ
ミ
ッ
ク
・
ガ
ー
ル
」

　
　
　
　
　
　
　

伊
与
原　

新

「
眠
れ
ぬ
お
ま
え
に
遠
く
の
夜

を
」　　
　
　
　

 

桐
野　

夏
生

「
け
ん
ぐ
ゎ
い
」

　
　
　
　
　
　

朝
倉　

か
す
み

「
枯
れ
枝
に
桜
」　

君
嶋　

彼
方

「
金
波
銀
波
」　　

澤
田　

瞳
子

「
あ
る
小
説
家
の
死
か
ら
は
じ

ま
る
物
語
」
ほ
し
お　

さ
な
え

「
異
常
に
非
ず
」   

桜
木　

紫
乃

◎
児
童
書

「
ぼ
く
の
と
な
り
に
マ
ヤ
が
い

た
」　　
　
　
　

 

松
本　

春
野

「
妖
品
魔
具
物
語
」

　
　
　
　
　
　
　

廣
嶋　

玲
子

「
13
人
の
魔
女
へ
の
扉
」

　
　
　
　
　

長
谷
川　

ま
り
る

「
し
ょ
く
ど
う
」

　
　
　
　
　

は
ら
ぺ
こ
め
が
ね

「
も
り
の
お
く
」   

石
井　

聖
岳

記する。
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ごみ収集日程表（6 月 11 日～ 7 月）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン ペット

ボトル 粗大ごみ プラスチック
資源 その他ごみ

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 6 月 25 日
7 月 23 日

6 月 18 日
7 月 16 日

6 月 11 日
7 月 9 日 7 月 2 日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 6 月 26 日
7 月 24 日

6 月 19 日
7 月 17 日

6 月 12 日
7 月 10 日 7 月 2 日 水曜日 火曜日

上 井 手 区
多 賀 全 区 火・金曜日 7 月 2 日

7 月 30 日
6 月 18 日
7 月 16 日

6 月 11 日
7 月 9 日

6 月 25 日
7 月 23 日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、産業環境課（℡ 82-6168）まで
し尿収集日程

収集日 し尿収集
区域番号 収 集 区 域

6 月 15 日・7 月 6 日
7 月 28 日 ⑤ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、北口、西北組、茶臼塚、

新造、東北組、甚五郎谷
6 月 17 日・7 月 8 日
7 月 30 日 ⑦ 西南組、東南組、立石、小払、岩倉、馬場崎、上山田

6 月 22 日・7 月 13 日 ⑩ 内垣内、帽子田、下川、判ノ地、高橋、宮ノ後、蛇谷、粟岡、
安堵山、起、佃、平山

6 月 24 日・7 月 15 日 ⑫ 里、玉ノ井、西高月、清水、栢ノ木、西山、新四郎山、西垣内、
中垣内、東垣内、田村新田

6 月 29 日・7 月 21 日 ⑮ 川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、南玉水、段ノ下、扇畑、
浜田、柏原

7 月 1 日・7 月 23 日 ② 阿弥陀寺、梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、北溝、
南溝、柴木田、下赤田

※ し尿収集日程に関するお問い合わせは、産業環境課（℡ 82-6168）まで

「家庭ごみの分け方・出し方」

ごみは、朝９時までに出してください。
★ 燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク容器包装、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて

出してください。
★ 刈草も透明または半透明の袋で出してください。刈枝は長さ 50㎝以下、太さ 5㎝以下にして、ひもで束ね

て燃やすごみの日に出してください。ダンボール、紙袋等の中身が見えない袋では出さないでください。
★ 粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課まで電話（℡ 82-6168）またはホー

ムページより予約してください。（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エ
アコンは家電リサイクル法、パソコンは資源有効利用促進法による回収の対象となる
ため除きます。
詳しくは、井手町ホームページ「家庭ごみの分け方・出し方」をご覧ください。）　

★ 古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）
の収集は全地区毎週月曜日です。

★ 食品ロスの削減に努めていただくとともに、台所のごみは必ず水切りをしましょう。

（燃やすごみ）
出せる物・出し方
●台所の生ゴミ　必ず水切りをする（大切です） 　
●紙おむつ　　　汚物を取り除いてから出す
●食用油　　　　少量ずつ紙か布にしみ込ませるか凝固剤で固まらせて出す
●剪定枝　　　　少量の木切れ、刈り込みなどはひもでくくる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一度に出すのは２～３束まで）
●たばこの吸い殻、掃除機のごみ、紙くずなど
●汚れが落ちない容器包装
●古着、古布などは極力リサイクルショップや集団回収などで出してください
※家庭生ごみ自家処理容器等購入費補助制度があります



　玉水駅前さくらでは、毎日手作りの日替わり
ランチ (600 円 ) をご用意しています。ぜひ、
ご賞味ください。お弁当をご希望の方は午前
10 時までにご予約ください。

イートインで営業中です！

　　　　　　　
営業時間　　　午前９時～午後 4 時半
ランチタイム　午前 11 時～午後 2 時
定休日　　　　日曜・祝日　

玉水駅前休憩所 さくら
（℡ 0774-82-3174）

発行：京都府綴喜郡井手町　編集：企画財政課

HP  ：https://www.town.ide.kyoto.jp/

「オムライス」

月日 曜日 行　　　　事
6/11 木 無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

12 金
大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
ピラティス教室（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

13 土
コーラス教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ児童館）
家庭教育学級三園交流ソフトバレーボール大会（午前 10 時～、多賀小学校）
わくわくドキドキおはなしのじかん（午前 11 時～、山吹ふれあいセンター）
チアダンス教室（午後３時 20 分～５時半、いづみ人権交流センター）

14 日 山吹ふれあいコンサート 2026（開演午後１時半～、自然休養村管理センターホール）

15 月
心配ごと相談・人権相談（午後１時～３時、賀泉苑）
消費生活相談（午後１時～４時、賀泉苑）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

16 火
ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）
ピラティス教室（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

17 水

緊急地震速報訓練（午前 10 時～、町内）
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
パソコン教室 ( 午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )
スポレク（午後３時半～４時半、いづみ児童館）
無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館）

18 木
おもちゃ図書館（午前 10 時～正午、子育て支援センター）
いづみふれあい学級（午後１時半～ 2 時半、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

19 金 無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館 )
ピラティス教室（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

20 土
IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
スポレク（午前 10 時～ 11 時半、いづみ児童館）
日本語教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
英語で遊ぼう（午後３時～４時半、いづみ児童館）

21 日 町長杯争奪輪投げ大会チーム戦（午前９時～、自然休養村管理センターホール）

22 月
無料法律相談 ( 午後２時～４時、玉泉苑・予約制）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館）

23 火
障がい者相談（午後１時半～４時、役場 1 階相談室・予約制）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）
無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館）
ピラティス教室（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

24 水
パソコン教室 ( 午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、賀泉苑）
スポレク（午後３時半～４時半、いづみ児童館）
日本語教室（午後６時半～８時、多賀小学校）

25 木
健康教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
ベビーマッサージ（午前 10 時～ 11 時半、子育て支援センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

26 金 大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

27 土
IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
プログラミング教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
チアダンス教室（午後３時 20 分～５時半、いづみ人権交流センター）

28 日 町民バドミントン大会（午前９時～、府立山城勤労者福祉会館）
29 月 いこいの場サロン（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）

30 火 料理教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

7/1 水
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
パソコン教室 ( 午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )
スポレク（午後 3 時半～ 4 時半、いづみ児童館）
消防団夜間操法訓練（午後 8 時～ 10 時、新四郎山グラウンド・８月 28 日まで）

2 木 こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、山吹ふれあいセンター）

3 金

4 土
子ども会育成フレンド交流会（午前９時～、自然休養村管理センターホール）
日本語教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
スポレク（午後２時～３時半、いづみ児童館）

5 日 無火災デー防火パレード

6 月
１歳６カ月児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
心配ごと相談・人権相談・行政相談（午後１時～３時、玉泉苑）
消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）

7 火 ペン習字教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

8 水

育児相談（午前９時半～ 11 時、保健センター・予約制）
パソコン教室 ( 午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、賀泉苑）
スポレク（午後３時半～４時半、いづみ児童館）
日本語教室（午後６時半～８時、多賀小学校）

9 木 無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

10 金 大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

まちのカレンダー
（6 月 11 日～ 7 月 10 日）名　　称 電話番号

総　務　課 0774-82-6161
安心・安全推進課 0774-82-6170
企画財政課 0774-82-6162
税住民課 0774-82-6163
福祉課 0774-82-6165
子育て支援課 0774-82-2022
保健医療課 0774-82-6166
建　設　課 0774-82-6167
産業環境課 0774-82-6168
上下水道課 0774-82-6169
会　計　課 0774-82-6171
議会事務局 0774-82-6172
教育委員会　学校教育課 0774-82-4333
教育委員会　社会教育課 0774-82-6300
図　書　館 0774-82-5700
同和・人権政策課

0774-82-3380
0774-82-4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館
保健センター 0774-82-3385
地域包括支援センター 0774-82-3690
こども家庭センター 0774-82-3415
泉ヶ丘中学校 0774-82-2070
井手小学校 0774-82-2119
多賀小学校 0774-82-2112
玉川保育園 0774-82-2153
多賀保育園 0774-82-2225
いづみ保育園 0774-82-4160
子育て支援センター 0774-82-2232
環境衛生センター 0774-82-4651
学校給食センター 0774-82-3617
井手町まちづくりセンター椿坂 0774-82-3838
町立デイサービスセンター 0774-99-4318
老人福祉センター「玉泉苑」 0774-82-3499
老人福祉センター「賀泉苑」 0774-82-5059
京田辺市消防署　井手分署 0774-82-3000
井手町役場　代表番号 0774-82-2001

公共施設電話番号一覧


